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1
設計上は鉛等有害物質が検出されないと考えております。仮に検出された
場合の措置方法等については、協議のうえ適切に対応させていただきま
す。

塗装塗替工において塗膜調査の結果、鉛等が検出された場
合、
作業場から塗装くずを外に出さない処置
（エアーシャワールーム等の設置）が必要と考えて
よろしいでしょうか。

塗装塗替工において塗装くずの鉛等の含有量によっては
特別管理産業廃棄物としての取り扱いが必要と考えてよろしい
でしょうか。

含有量が基準値を超えた場合は、特別管理産業廃棄物としての取扱いが
必要となります。
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